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１月定例教育委員会会議録 

【１】開催日時 令和８年１月21日（水）14時56分～15時38分 

【２】開催場所 武雄市役所 ４階会議室 

【３】出席者名 教 育 長：松尾教育長 

        教育委員：大庭教育長職務代理者、松尾委員、竹内委員、落合委員 

        事 務 局：古賀こども教育部長、野口こども教育部理事、真﨑教育総務課

長、緒方こども未来課長、福田学校教育課長、武富多様な学び

支援室長、冨岡学校教育課参事、石橋新しい学校づくり課長、

宮原文化課長、溝上図書館・歴史資料館長、杉原教育総務課長

代理 

【４】傍聴者数      １名 

【５】報道関係者     なし 

【６】議事録署名人の指名 〔松尾委員を指名〕 

【７】前回会議録の承認  令和７年12月定例教育委員会会議録 

【８】教育長の報告 

  １．はじめに 

   ・雄武町との児童交流 出発式：2/7（土）5:30～ 帰着式：2/11（水祝）18:50～ 

   ・2/13～2/15：第66回郡市対抗県内一周駅伝大会 

  ２．市連Ｐとの教育懇談会 1/30（金）18：30～ 

    意見交換テーマ ① 武雄アジア大学について 

② ビジョン01-プラン②「自分で考える」特色ある学校づくり 

③ 教職員の働き方改革について 

  ３．令和８年度の学級数（１月10日の事前報告数、比較はR7.5.1現在） 

   ・小学校：通常 103（±0） 特支40（－8） 計143（－8） 児童数2,493（－34） 

   ・中学校：通常 37（＋1） 特支20（＋1） 計 57（＋2） 生徒数1,209（＋25） 

小中計3,702（－ 9） 

  ４．こども性暴力防止法が2026年12月25日施行予定（別資料） 

  ５．その他 

   ・1/26：第72回全国文化財防火デーの火災防御訓練（武雄温泉楼門及び旅館街一帯） 

   ・1/27：武雄スポーツフェスタ2025表彰式・第66回郡市対抗県内一周駅伝大会結団式 

   ・今年度の教育委員会の予定：定例2/18（こども教育会議も） 臨時2/27 定例3/18 

  ６．意見交換 

    ①令和７年度市町村教育委員会研究協議会（オンライン）の分科会について 

    ②武雄市業務量管理・健康確保措置実施計画（案）について 
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【９】議 事〔公開〕 

 (1)提出議案 

   第32号議案 武雄市学校給食物価高騰対策赤字補填事業費補助金交付要綱の一部を改

正する要綱 

   議案第33号 武雄市子育て総合支援センター設置条例施行規則の一部を改正する規則 

 (2)報告事項 

   ①公民館運営審議会委員の委嘱について 

   ②令和８年度 学校閉庁日について 

   ③図書館の選書について 

   ④各課等からの行事報告 

【10】議 事〔非公開〕 

 (1)提出議案 

   第34号議案 武雄市子育て総合支援センター設置条例の一部を改正する条例 

【11】次回開催日程について 

   令和８年２月18日（水） 15時～ ４階会議室 

【12】その他 

【13】閉会 
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○教育長 

 では、開会に先立ちまして、本日の定例教育委員会には報道関係の方が１名、傍聴を希望

されています。取材をしたいということで申出があっております。傍聴に関しては、武雄市

教育委員会会議規則第７条の１項によりまして、「会議を傍聴しようとする者は、教育長の

許可を受けなければならない。」となっております。 

 それで、傍聴を許可したいと思いますが、教育委員さん方、皆さんよろしいでしょうか

〔「異議なし」と声あり〕。 

 それでは、傍聴の許可をいたしますので、中に入ってください〔傍聴者入室〕。 

 では、よろしくお願いします。 
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午後２時57分 開会 

 

○教育長職務代理者 

 皆さんこんにちは。新しい年になって１月も、はや後半に入りました。週末は降雪の心配

もありますが、どうぞお互いに元気に乗り切りましょう。 

 それでは、１月の定例教育委員会をただいまから始めたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 ２番ですが、議事録署名人につきましては、１月は松尾委員になっていますのでよろしく

お願いいたします。 

 教育長さんより非公開の議決についてお願いいたします。 

○教育長 

 本日の日程のうち、レジュメを見ていただきますと、議事【非公開】に記載しております

提出議案１件について、公にできないものという理由で非公開で議事を進めたいと思います。

非公開にすることに賛成の委員さんは挙手をお願いします〔賛成者挙手〕。 

 ありがとうございました。 

 全員の委員さんの賛成が取れましたので、レジュメにありますように、非公開の提出議案

１件については非公開で進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 それでは、３番の前回会議録の承認ということで、令和７年12月の会議録は事前に渡され

ておりましたが、教育委員さん、また、執行部の皆さんのほうから補足なり訂正なりありま

したら、挙手の上お願いいたします。よろしいですかね〔「なし」と声あり〕。 

 それでは、承認を取ってまいります。 

 令和７年12月の会議録について承認される教育委員は挙手をお願いいたします〔賛成者挙

手〕。 

 ありがとうございます。 

 ４番、教育長の報告ということで説明をお願いします。 

○教育長 

 そしたら、いつものとおり私の画面を見ていただきたいと思います。 

 今日は６項目予定しております。 

 まず、「はじめに」というところでございますが、いよいよ北海道の雄武町との交流が

迫ってまいりました。この前の日曜日が最終４回目の事前研修会ということで、落合委員さ

んに来ていただいて研修会をしたところですが、２月７日土曜日、５時半出発式、帰着が２

月11日、18時50分着ということでお見送りと迎えをするわけですが、今年は偶然両方とも休
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みの日と重なりましたので、都合がある方は無理されなくて結構だと思っています。 

 その後ですけれども、２月13日から15日、３日間にかけて、第66回郡市対抗の駅伝大会が

毎年恒例により開かれます。来週の火曜日、１月27日が結団式ということになっております。

そういうことで、今年も１桁を目指して──去年まで10位でずっと推移しておりますが、１

桁を目指して頑張っていただきたいと思います。 

 御存じのように、この前の都道府県女子駅伝大会では武雄中学校の中野さんが区間３位と

いう記録で、区間１位の方とは８秒差ということで、非常に順位を上げていただきました。

また県内一周でも頑張ってくれるものと思っています。 

 ２番目は、市連Ｐとの教育懇談会ということで、１月30日、来週に迫ってまいりました。

今回の意見交換のテーマは、武雄アジア大学についてが１番目、そして、これからの学校の

話をしようというビジョンですね。その中の「自分で考える」特色ある学校づくりというこ

とで、これは学校教育課のほうから説明します。上の武雄アジア大学のことについては、学

長さんをはじめ、武雄アジア大学から３人の方が来ていただいて説明をしていただきます。

そして３番目が、教職員の働き方改革については、この後、教育長室で意見交換をする内容

について私のほうから簡単に説明をするということにしております。 

 以上、大きなテーマは２つ、そして、私の働き方改革は最後にお願いをするという形にな

ります。 

 ３つ目ですけれども、来年度の学級数が１月10日現在で固まっています。これで今年の人

事異動がスタートして教職員の数が決まってくるわけですが、小学校の場合は、通常学級は

今年と変わらないプラスマイナスゼロ、そして、ここ最近では初めてですけれども、特別支

援学級がマイナスというクラス数、今までずっとプラスで来ましたけれども、マイナスに

なっております。その分が合計でマイナス８と。児童数は2,493人ということで、34人、

ちょうど１クラスぐらいが減になるということになります。 

 中学校は、今度は小学校の人数が──通常枠は１クラス増ですけれども、特別支援が今度

は、小学校から上がってきた分が中学校に上がってきますので、しばらくの間は中学校が増

になる可能性が出てきます。中学校はプラス２ということで、生徒数は1,209人と、中学校

の場合はプラス25ということでございますけれども、御存じのように例年、武雄青陵中とか

私立の中学校に進学する者がおりますので、その分が減ってきて、最終的には中学校もマイ

ナスになってくるかと思っています。 

 ４番目ですけれども、こども性暴力防止法というのが2026年、今年の12月25日から施行予

定です。これは今どの画面を見ていらっしゃるか、今日の本体冊子なのか、教育長の資料の

ほうを見ていらっしゃっても、そこの中にこども性暴力防止法の別紙資料を示しております

ので、後で見ておいてください。今施行されているわけじゃなくて、１年後に、特に子ども

と接するのは教員が時間的には一番長いということがありますので、教員が一番注意しない
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といけないわけですけれども、教員以外でも子どもと接する職に就いている人はこども性暴

力防止法が適用されますので、研修をしたり、あるいはそういう履歴があった人は採用した

らいけないとか、いろんな決まりが出てきますので、後で資料を見ておいてください。分か

りやすく書いてあります。 

 その他でございますが、今月下旬からの動きですけれども、例年、１月26日、これは何曜

日であろうと1月26日にされますけれども、文化財の防火訓練が武雄楼門周辺で開かれます。

今年は月曜日になっておりますけれども、１月26日、全国でいうと第72回目の文化財防火

デーということで訓練が開かれるところです。 

 そして、その次の日、火曜日になりますけれども、先ほど言いました武雄スポーツフェス

タ2025の表彰式と県内一周駅伝大会の結団式が行われるという日になっています。 

 そして、今後の教育委員会の予定ですけれども、定例教育委員会が２月18日、こども教育

会議もということにしておりましたけれども、このこども教育会議と一緒になるのは３月18

日の教育委員会でこども教育委員会を開くということで、２月は定例だけです。こども教育

会議と抱き合わせは３月18日ということで最近決定をいたしました。そして、例年のとおり

臨時教育委員会は２月下旬に開くということで、あと残り大きく３回の会議を予定しており

ます。 

 そして最後でございますけれども、この後、教育長室のほうで先週のオンライン会議の意

見交換ということで、それぞれ分かれてオンライン会議をしていただきましたので、今後の

武雄市のためになるような情報交換をいたします。 

 私のほうからは以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 ６番の意見交換については、下の別室、教育長室でということで、５番までの中身で何か

お尋ねしたいような内容がありましたら、挙手の上お願いします。竹内委員。 

○Ｃ委員 

 １月10日付で学級数、児童数あたりがスタートする部分が固まっているということでした

けれども、小学校で特別支援学級がマイナス８学級ということですが、これは11小学校ある

中で、どこかの学校が集中して学級減となるところがあるのでしょうかというのが１つと、

中学校では２学級増ということですが、教室の確保には問題ないんでしょうかという２点の

お尋ねです。 

○教育長職務代理者 

 どうぞ、お願いします。 

○多様な学び支援室長 

 小学校の特別支援学級の減については、特定の学校が減っているということではございま
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せん。昨年度から取り組んでおります、教員の質の向上とか、そういうのを含めてインク

ルーシブが進んでいくことで、武雄市全体的に小学校は減ってきております。 

○教育長職務代理者 

 Ｃ委員。 

○Ｃ委員 

 聞いたのは、１つの学校に何クラスも学級減というのがあるんでしょうかと。マイナス８

学級というのが。教職員がそれだけ１つの学校に固まれば、減るということになりますので、

そういう意味で、１つの学校に固まっているのがあるんでしょうかというお尋ねでした。 

○教育長職務代理者 

 どうぞ。 

○多様な学び支援室長 

 １校に集まって減っているわけではございません。武雄市全体というか、各小学校が１減

とか２減とかいう形を合わせて８減となっております。 

○教育長 

 もう一つは何だったかな。中学校の教室。 

○教育長職務代理者 

 １学級。学校教育課長。 

○学校教育課長 

 学級編制に伴い、教室の数、あとは特別支援学級の数等も各校長のほうに聞いておりまし

て、教室が４月当初足りないという報告は今のところ受けておりません。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 竹内委員、先ほどの、40学級になりますよ、全体で８学級減りますよと。その８学級が11

の小学校の中で、今ある特別支援学級が言われたように幾らかばらばらで、学校名はまだ発

表できないでしょうけど、網羅して減っています、８学級減りますよということでよろしい

ですか。そこでいいですか。 

 

○Ｃ委員 

 はい。２学級減る学校もあるんですか。 

○多様な学び支援室長 

 ございます。 

○竹内委員 

 ３学級減る学校はないんですか。 

○多様な学び支援室長 
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 特学だけ３学級はないです。 

○教育長職務代理者 

 よろしいですか。 

○Ｃ委員 

 はい。 

○教育長職務代理者 

 ほかにございませんか。 

 Ｂ委員、教育委員の皆さんに何か雄武町との交流でお知らせしておいたほうがいいような

こととかないですか。Ｂ委員。 

○Ｂ委員 

 最後の研修会をさせていただいて、子どもたちが向こうでスライドをする挨拶文なりを見

せていただいたんですけど、思った以上にすばらしい。堂々としている。考えを述べるとき

も、姿勢というか、反対に私のほうが大丈夫かなと思うぐらいに、ますます楽しみになりま

した。しっかり学んでこようと思います。 

○教育長職務代理者 

 出発式、帰着式が時間も早かったり遅かったりで大変ですが、時間の許す限りで皆さん御

参加いただければと思います。 

 ほかにないですか〔「なし」と声あり〕。 

 また後のほうでその他の項もありますので、ありましたらそのときに出してください。 

 それでは、先に進めます。 

 ５番の議事の【公開】のほうに入りますが、提出議案として２つあります。 

 まず、第32号議案、読み上げます。武雄市学校給食物価高騰対策赤字補填事業費補助金交

付要綱の一部を改正する要綱ということで、御提案をお願いします。教育総務課長さん。 

○教育総務課長 

 資料のほうは５ページから14ページを御覧ください。 

 第32号議案 武雄市学校給食物価高騰対策赤字補填事業費補助金交付要綱の一部を改正す

る要綱について御説明いたします。 

 本改正は、先日の臨時教育委員会において御審議いただきました物価高騰に対する給食食

材費の支援事業を実施するために行うものです。今回の支援は単なる赤字補塡ではなく、物

価高騰による計画単価と実際にかかった費用の差額を補助することで、安心・安全な給食を

計画どおり提供できる体制を維持することを目的としております。 

 変更内容になりますが、実態に合わせるために、要綱の題名及び第４条、第６条、第７条、

さらに、様式第１号から第５号に至るまで全ての項目から「赤字補填」という文言を削除し

ました。 
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 本要綱は公布の日から施行いたします。 

 説明は以上となります。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 今説明いただきましたが、教育委員さんのほうから何かお尋ねしたいことはございますか。

よろしいですか。Ｃ委員。 

○Ｃ委員 

 申請書を出す人は、学校の校長が出すようになるんでしょうか。 

○教育長職務代理者 

 教育総務課長。 

○教育総務課長 

 給食の管理者ということで、学校の校長及び給食センターについては北方学校給食セン

ター長となります。 

○教育長職務代理者 

 よろしいですか。 

○Ｃ委員 

 はい。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。 

 ほかに何か御質問等ございませんか。よろしいですか〔「なし」と声あり〕。 

 それでは、承認を取ってまいります。 

 まず、第32号議案 武雄市学校給食物価高騰対策赤字補填事業費補助金交付要綱の一部を

改正する要綱に賛成される教育委員は挙手をお願いします〔賛成者挙手〕。 

 全員賛成ということで、事務手続をお願いいたします。 

 それでは、第33号議案 武雄市子育て総合支援センター設置条例施行規則の一部を改正す

る規則の提案をお願いいたします。こども未来課長さん。 

○こども未来課長 

 15ページを御覧ください。 

 第33号議案 武雄市子育て総合支援センター設置条例施行規則の一部を改正する規則にな

ります。 

 こちらの規則につきましては、武雄市子育て総合支援センターの設置条例の施行に関しま

して必要な事項を定めたものです。 

 改正の理由といたしましては、近年の支援センターの利用状況に合わせ、効率的かつ質の

高い子育て支援を継続的に提供するために規則の一部改正を行うものです。 
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 改正の内容といたしましては、第２条の利用時間についてですが、「利用時間は、午前９

時から午後６時までとする。」を「利用時間は、午前９時から午後５時までとする。」に改

正をしております。こちらにつきましては、現在、午後５時以降のセンターの利用及び相談

等はほぼないような状況の中で、職員は午後６時まで勤務を行っている状況であります。状

況に合わせる形で改正を行う内容になります。 

 第３条の休館日につきましては、「12月28日から翌年１月３日までの日」というところを

「12月29日から翌年１月３日までの日」に改正をする内容です。現在、武雄市役所は12月28

日までが開庁となっており、支援センター勤務の職員につきましても28日まで勤務をしてい

る状況でありますが、支援センターは休館日として利用ができない状況になっております。

近年では里帰り等で年末の利用も多いことから、28日もセンターが利用できるようにするこ

とで子育て支援の向上につなげるという形で思っております。 

 施行日は公布の日ということで考えております。 

 また、施行規則につきましては市長部局作成であるため、総務課へ改正の手続を行いたい

と思っております。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。提案理由、近年の利用状況も含めて説明いただいた上での規則改

正ということでの御提案でございます。中身を御覧になられて、委員さん、御質問等ありま

したらお願いいたします。よろしいですね〔「なし」と声あり〕。 

 それでは、こちらも承認を取ってまいります。 

 第33号議案 武雄市子育て総合支援センター設置条例施行規則の一部を改正する規則に賛

成する教育委員は挙手をお願いいたします〔賛成者挙手〕。 

 ありがとうございます。全員賛成ということで、よろしくお願いします。 

 公開議案につきましては以上でございます。 

 あと、続いて報告等に入りますが、(2)の報告事項ということで、４つございます。 

 ①公民館運営審議会委員の委嘱について御説明をお願いいたします。教育総務課長さん。 

○教育総務課長 

 ①公民館運営審議会委員の委嘱について御報告いたします。 

 公民館運営審議会委員を武雄町の本山晶子氏、西川登町の石橋正樹氏、山内町の草場栄二

郎氏に委嘱しております。 

 任期は令和７年12月１日から令和８年３月31日までで、前任者の在任期間となります。 

 以上、報告いたします。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。３町、３名さんの名前が挙がっています。 
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 これは公民館運営審議会の委員というので、残任期間ということは、町によって辞められ

る方が３名それぞれ町におられて、その残任期間をこの方々に委嘱されるということになる

んですか。 

○教育総務課長 

 この分に関しては、民生委員の各町の会長さんが充て職ということで職をしておりました

けれども、民生委員さんの改選により、３名の方が、３町において会長が変更になったとい

うことで変更になっております。 

○教育長職務代理者 

 分かりました。 

 報告事項ですので、御氏名を見ていただいて、お会いされることもあろうかと思いますが、

お声かけ等もお願いいたします。 

 それでは続いて、②の令和８年度学校閉庁日についてということで御説明をお願いします。

学校教育課長さん。 

○学校教育課長 

 令和８年度の学校閉庁日について御報告いたします。 

 期日についてですが、夏季休業中は令和８年８月10日月曜日から８月16日日曜日までの７

日間です。冬季休業中につきましては令和８年12月28日月曜日とします。 

 目的は、教職員の働き方改革に向けての夏季休暇、年次休暇の取得推進。 

 この学校閉庁日につきましては令和５年度の学校行事等検討委員会で協議をされ、８月10

日から16日の７日間を原則として実施するとなっております。 

 また、冬季休業中の学校閉庁日については令和６年度以降に検討するとなっておりました。

昨年度検討いたしまして、令和６年度以降は12月28日を学校閉庁日とするということで、昨

年度の11月定例教育委員会でも報告済みでございます。 

 以上、令和８年度の学校閉庁日についての御報告でした。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。この内容についてお尋ねありませんか。 

 この前、我々教育委員が全国の教育委員さんたちの研修会の中で、働き方改革の中での武

雄市の取組ということで、武雄市はこういうことでやっているというのを報告させてもらい

ましたけど、これは県内とか全国とか、武雄は先んじてこういう取組もされているわけです

けど、よその状況というのも武雄は把握されているんですか。県内とか。学校教育課長さん。 

○学校教育課長 

 他市町の学校閉庁日というのは今のところまだ詳しく把握はしておりません。ただし、私

自身の勤務校の経験からいきますと、武雄市は学校閉庁日の期間は長いほうかなと感じてい

るところです。 
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 以上です。 

○教育長職務代理者 

 先日も埼玉県だったかな、10日ぐらい取っていますというのがあったので、武雄の場合は

７日間で、佐賀県内では多いほうだと思いますと答えはしたんですけど、後で武雄市教育委

員会に質問でもあったら困るので確認させていただきました。ありがとうございます。 

○教育長職務代理者 

 教育長さんお願いします。 

○教育長 

 この閉庁日がうまくできるのは、県教委が８月10日から何日までの間は会議をしないよう

にと、つまり出張をつくらないようにという期間を県教委が設定していただいておりますの

で、その期間を大体閉庁日にできるということで、まだ長いほうがいいですけれども、長く

すると今度は明けた後に会議が集中してしまって、かえって大変になるということもありま

して、ほかの市町も大体これぐらいなのかなということでですね。会議も一切入らないよう

にしております。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございます。補足いただきました。 

 それでは、報告事項の③図書館の選書ということで、今回も多くの新しい本が購入されて

おりますが、このことについてお尋ね、または館長さんがおいでですから何か補足等々あり

ましたらお願いいたしますが。よろしいですね。ないですね〔「なし」と声あり〕。 

 ありがとうございます。 

 それでは次、④各課等からの行事報告ということで、それぞれ準備をいただいていますが、

補足とか追加とか説明がございましたら、それぞれ課長さん、部長さん、よろしくお願いし

ます。どちらからでも結構ですが、ありませんでしょうか。日程等の変更とかございません

か。よろしいですかね〔「なし」と声あり〕。 

 報告事項ということで、後もって目を通していただいて、日程調整等もお願いいたします。 

○Ｃ委員 

 行事予定で２つ、こども未来課さんの２月10日の幼保小連携に関する合同研修会の参加者

というのは、どのような方が参加されるんでしょうか。 

○教育長職務代理者 

 こども未来課長さん。 

○こども未来課長 

 ２月10日の幼保小連携の合同研修会ですけれども、こちらにつきましては、市内の保育園、

幼稚園、こども園の管理職の方、園長先生とか、そしてあと、幼保小連携の担当の先生、そ
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れとあと、市内の小学校の管理職の先生、校長先生と、あと幼保小連携の担当の先生に御案

内をしております。 

○教育長職務代理者 

 よろしいですか。どうぞ。 

○Ｃ委員 

 幼保小連携というのは非常に大事なことだと思います。今度１年生が小学校に入学すると

きにも連携していく部分では非常に大事なことで、管理職の先生方がそういうふうに集まっ

て研修をされるというのは非常にいいのかなと思ったんですけれども、中身も少し分かるよ

うでしたら、どういう研修会になるのかなと思いまして。教えていただければと思います。 

○教育長職務代理者 

 こども未来課長さん。 

○こども未来課長 

 まず、この幼保小連携につきましては10年ほど前から言われている内容でありまして、武

雄市のほうでも取組をしております。ただ、取組の状況に関しては温度差がありますので、

まず基礎、基本的なところ、幼保小連携の必要性という部分から、佐賀県のほうからコー

ディネーターを招きまして講義をいただく予定にしております。小学１年生の壁という部分

の現状であったり、そういったものを御説明いただきながら、第１部は講義関連で行いまし

て、第２部としましては、各小学校区に分かれてグループワークといいますか、小学校とそ

の関連地域の保育園、幼稚園、こども園でグループワークをしながら、今できている部分、

今後必要な部分、何が足りないかとか、どういった形で進めたらいいかというふうなグルー

プワークをするように予定しております。 

○教育長職務代理者 

 よろしいですか。 

○Ｃ委員 

 はい。 

○教育長職務代理者 

 Ａ委員よろしいですか。 

○Ａ委員 

 はい。（「もう一点よろしいですか」の声あり） 

○教育長職務代理者 

 もう一点、どうぞ。 

○Ｃ委員 

 すみません、私ばかり。 

 あと１つ、新しい学校づくり課さんにですけれども、年間を通じてリーディングＤＸ先進
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校視察がこれまで結構行事予定に入っていたと思います。全国あちこちに行かれていますけ

れども、何名かずつで行かれているんだろうと思いますが、そこで得てきた情報というもの

をどういうふうに市内の小・中学校に広げられているのかなと。行かれた方がその学校でお

知らせをされているのか、それとも何か方法があるのか、その辺を教えていただければと思

いますが。 

○教育長職務代理者 

 新しい学校づくり課さん。 

○新しい学校づくり課長 

 この３年間、リーディングＤＸスクールの文科省の事業費を財源としまして取り組んでお

りまして、基本的には指定校である学校を中心に視察に行っていただいております。ですの

で、お答えとしましては、各学校でお持ち帰りいただいて、各学校で共有をいただいて実践

していただいているという状況です。 

 また、この時期になりますと、来年度のことも見越しまして視察のほうへ行っていただい

て、各校で共有いただくようにお願いをしているところです。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 以上ですが、よろしいですか。どうぞ、Ｃ委員。 

○Ｃ委員 

 せっかく全国へ、あちこちいいところに行かれていると思いますので、負担にならない程

度で、何かうまい方法で市内の学校に広げていくような方法があればなとは思いますが、そ

の報告の文書を作るのが大変だとなったらまたいけないと思うんですけれども、でも、何ら

かの形で広げられると意識が変わっていく部分もあるんじゃないかなと思います。 

○新しい学校づくり課長 

 ありがとうございます。 

○教育長職務代理者 

 よろしくお願いします。ほかにございませんか。よろしいですか。松尾委員さん。 

○松尾委員 

 先ほどの幼保小連携の県のコーディネーターを招いて行う研修会についてお尋ねなんです

けれども、実際、市内の園さんの中で、その関係園で何園中何園ぐらい、何％ぐらいが出ら

れているのか、希望されているのか。全園が希望されているような状況になっているのか、

教えていただければ。 

○教育長職務代理者 

 どうぞ、お願いします。 

○こども未来課長 
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 合同研修のほうに参加される集計ということですか。 

○Ａ委員 

 はい。 

○こども未来課長 

 すみません、今回答をいただいている状況ですので、まだ把握が、集計ができていないと

ころです。 

○教育長職務代理者 

 結果が分かったらまた報告等でもよろしいし、個人的にでもお知らせいただければありが

たいと思います。ありがとうございます。 

 ほかにございませんか〔「なし」と声あり〕。 

 ないようでしたら、各課等からの報告は終わりにいたします。 

 ６番に入りまして、非公開の議事となります〔傍聴者退室〕。 

【非公開議事終了】 

 それでは、議事の非公開を終わりまして、７番目の次回開催日程につきましては、令和８

年２月18日水曜日、15時からということで、先ほど教育長さんが言われたように、こども教

育会議は３月ということで、定例の教育委員会のみこの会場でございます。 

 ８番、その他ということで、全体を通して、またはほかにお尋ねしたいようなことがござ

いましたら、挙手の上お願いいたします。よろしいですか。特別ないですかね〔「なし」と

声あり〕。 

 では、その他もありませんので、９番の閉会となりますが、今日は報道関係の入りもあり

まして、前半のほうは少々、特に私のほうがぎこちなかったような司会進行になってしまっ

たかも分かりません。 

 以上をもって１月の定例教育委員会を終わりたいと思います。また、２月お会いしましょ

う。終わります。お疲れさまでした。 

午後３時38分 閉会 

 

以上、教育委員会会議録に誤りがないことを認め、ここに署名します。 

令和  年  月  日 

     教 育 長 

     教 育 委 員 

     記 録 

 


